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関連法令 (子ども読書法、読書条例、読書バリアフリー法)1
● 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年12月12日法律第154号)
―以下、一部抜粋―
(地方公共団体の責務)
第４条　�地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活

動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(子ども読書活動推進基本計画)
第８条　�政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動

の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」という。）を策定しなければならない。
　　２　�政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表

しなければならない。
　　３　�前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。
(都道府県子ども読書活動推進計画等)
第９条　�都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活

動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計
画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。

　　２　�市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子
ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに、当該市町村に
おける子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関す
る施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければなら
ない。

　　３　�都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定し
たときは、これを公表しなければならない。

　　４　�前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。

● 横浜市民の読書活動の推進に関する条例(平成25年６月５日条例第31号)
(目的)
第１条　�この条例は、市民の読書活動の推進に関し、基本理念を定めるとともに、横浜市（以下「市」という。）の責務

並びに家庭、学校（市立の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。以下同じ。）及び地域にお
ける取組等を定めることにより、市民の読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もっ
て市民一人一人の心豊かな生活及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。

(基本理念)
第２条　�市は、読書活動が、言葉を学び、感性を磨き、表現力、創造力等を高め、又は豊かなものにし、人生をより深

く生きる力を身に付ける上で大切なものであることに鑑み、乳幼児期から高齢期まで、市民一人一人が、豊
かな文字・活字文化の恵沢を享受することができる環境を整備するよう、全力を挙げて市民の読書活動を
推進しなければならない。

(市の責務)
第３条　�市は、前条に定める基本理念にのっとり、市民の読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責

務を有する。
　　２　�市は、前項の施策を実施するに当たっては、区の地域性に応じて、読書活動の推進を図るための目標を定め

るものとする。
(家庭における取組)
第４条　�家庭における読書活動は、本の感想を話し合うなど、読書の楽しさを共有することにより、読書活動がより

身近に感じられるよう努めるものとする。
(学校における取組)
第５条　�学校は、それぞれの学校の特性並びに児童及び生徒の発達段階に応じ、読書活動の推進に関する計画を策定

し、当該計画に基づき、学校図書館を中核として児童及び生徒の読書活動の推進に努めなければならない。
(地域における取組等)
第６条　�地域における読書活動は、学校、市立図書館、地区センター、コミュニティハウスその他の読書活動に関係す

る施設又はボランティア活動を行う団体と連携し、日常的な読書活動の推進に資するよう努めるものと
する。

　　２　�市は、市立図書館がその使命を全うするため、蔵書の充実その他運営の改善及び向上等に寄与する
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　　　　措置を講ずるものとする。
　　３　 市は、民間団体及び事業者に対し、市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策又は家庭、学校若しくは地

域における読書活動に関する取組に協力するよう要請するものとする。
（他の計画等との整合性の確保）
第７条　 市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策及び目標並びに家庭、学校及び地域における読書活動に関す

る取組等については、子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第154号）その他の法令に基づく読
書活動に関する計画等との整合性の確保を図るものとする。

（市民の読書の日等）
第８条　 読書活動に関する市民の関心及び理解を深めるとともに、市民が積極的に読書活動に取り組む意欲を高めるた

め、毎月２３日を市民の読書の日とし、毎年１１月を市民の読書活動推進月間とする。
（財政上の措置等）
第９条　 市は、市民の読書活動の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

（委任）
第10条　 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

● 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年６月28日法律第49号）
―以下、一部抜粋―
第一章　総則

（目的）
第１条　 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を

明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる
事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にか
かわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化（文字・活字文化振興法（平成十七年法律第九十一号）第
二条に規定する文字・活字文化をいう。）の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条　 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍（雑誌、新聞そ

の他の刊行物を含む。以下同じ。）について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。
　　２　 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内

容を容易に認識することができる書籍をいう。
　　３　 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音

声、点字等の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。）であって、電子計算機等を利用して視覚障
害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。

（基本理念）
第３条　 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
　　１　 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有す

ることに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書
籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が
提供されること。

　　２　 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下「視覚障害者等が利用しや
すい書籍等」という。）の量的拡充及び質の向上が図られること。

　　３　 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。
（地方公共団体の責務）
第５条　 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等

の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第二章　基本計画等

（地方公共団体の計画）
第８条　 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を

踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなけ
ればならない。

　　２　 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映さ
せるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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　　３　地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。
　　４　前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。
第三章　基本的施策
（視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等）
第９条　 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館（以下「公立

図書館等」という。）並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携し
て、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のため
の支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必
要な施策を講ずるものとする。

　　２　 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等
に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しや
すい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な
施策を講ずるものとする。

（インターネットを利用したサービスの提供体制の強化）
第10条　 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利

用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必
要な施策を講ずるものとする。

　　一　 点字図書館等から著作権法（昭和四十五年法律第四十八号）第三十七条第二項又は第三項本文の規定に
より製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下「特定電子書籍等」という。）であってイン
ターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやす
い書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的な
ネットワークの運営に対する支援

　　二　 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国
会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行
う者の間の連携の強化

（特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援）
第11条　 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害

者等が利用しやすい書籍（以下「特定書籍」という。）及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に
係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるもの
とする。

（端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援）
第14条　 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれ

に関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。
（情報通信技術の習得支援）
第15条　 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報

通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必
要な施策を講ずるものとする。

（人材の育成等）
第17条　 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び

点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、
資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるもの
とする。
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　　　　措置を講ずるものとする。
　　３　 市は、民間団体及び事業者に対し、市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策又は家庭、学校若しくは地

域における読書活動に関する取組に協力するよう要請するものとする。
（他の計画等との整合性の確保）
第７条　 市が実施する市民の読書活動の推進に関する施策及び目標並びに家庭、学校及び地域における読書活動に関す

る取組等については、子どもの読書活動の推進に関する法律（平成１３年法律第154号）その他の法令に基づく読
書活動に関する計画等との整合性の確保を図るものとする。

（市民の読書の日等）
第８条　 読書活動に関する市民の関心及び理解を深めるとともに、市民が積極的に読書活動に取り組む意欲を高めるた

め、毎月２３日を市民の読書の日とし、毎年１１月を市民の読書活動推進月間とする。
（財政上の措置等）
第９条　 市は、市民の読書活動の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

（委任）
第10条　 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

● 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年６月28日法律第49号）
―以下、一部抜粋―
第一章　総則

（目的）
第１条　 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を

明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる
事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にか
かわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化（文字・活字文化振興法（平成十七年法律第九十一号）第
二条に規定する文字・活字文化をいう。）の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

（定義）
第２条　 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍（雑誌、新聞そ

の他の刊行物を含む。以下同じ。）について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。
　　２　 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内

容を容易に認識することができる書籍をいう。
　　３　 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音

声、点字等の電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら
れる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。）であって、電子計算機等を利用して視覚障
害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。

（基本理念）
第３条　 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
　　１　 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有す

ることに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書
籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が
提供されること。

　　２　 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等（以下「視覚障害者等が利用しや
すい書籍等」という。）の量的拡充及び質の向上が図られること。

　　３　 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。
（地方公共団体の責務）
第５条　 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等

の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第二章　基本計画等

（地方公共団体の計画）
第８条　 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を

踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなけ
ればならない。

　　２　 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映さ
せるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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第33期社会教育委員会議提言2

提言
　横浜市における視覚障害者等の読書環境の整備状況や読書バリアフリー法の基本理念に関連する取組の実施状況を踏ま
え、従来からの取組を今後も継続的に実施するものなどを「基本的な取組」とします。この「基本的な取組」を基盤とした上で、
特に重点的に推進していくものを「重点取組」として位置付けます。

（１）基本的な取組
　　ア　 視覚障害者等が利用しやすい書籍等及び読書支援機器の拡充

・  市立図書館および学校図書館において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等や読書支援機器を拡充すること。
 ・  市立図書館が所蔵する視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、学校図書館への貸出を行うこと。
 ・  市立図書館および健康福祉局において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作人材を育成すること。（音声

デイジーの製作等を行う図書館協力者に対するスキル向上のための研修、点訳・音訳奉仕員の養成）
　　イ　 視覚障害者等が利用しやすい書籍等を誰もが利用できる環境づくり（著作権法第37条により製作される書籍等は、

同法により利用対象が「視覚障害者等」に限定される。）
・  市立図書館において、活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象を発達障害、肢体不自由その他の障害によ

り、書籍について視覚による表現の認識が困難を伴う「視覚障害者等」に拡大したことについて、周知を行うこと。
・  一般利用が可能な視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、障害の有無に関わらず誰もが利用できる事に

関して周知を行うこと。
・  障害福祉サービス（日常生活用具給付等事業）として、デイジー再生機器など視覚障害者等の読書環境の整備に

必要な用具の給付を行うこと。
　　ウ　 円滑な図書館利用のための合理的配慮

・  市立図書館において、レファレンスサービスで回答した資料のプレーンテキストでの提供や、蔵書検索の使い方の
相談など、視覚障害者等へのサービスを充実すること。

・  市立図書館の施設整備や改修にあたっては、来館時や施設内での移動のしやすさ、トイレなどの設備やわかりやす
いサインの設置など、視覚障害者等の円滑な利用に留意すること。

・  学校図書館において、児童生徒、教職員のニーズ等に応じた円滑な図書館利用のための支援を行うこと。

（２） 重点取組について
　横浜市の特徴や、インクルーシブ教育などの視点を踏まえて、多様な主体との連携・協働を推進しながら、４つの重点取
組を行うものとします。

《重点取組１》 連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作
【背景（必要性）】

・  視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作は、主に市立図書館等が養成した図書館協力者やボランティアが
担っていますが、担い手の高齢化などの課題があり、製作人材の確保が必要です。

・  製作人材の確保にあたっては、ボランティアのみに頼ることなく、様々な方策の検討が求められています。
【施策】
民間事業者等と連携した視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作

・  視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作工程の分担など、出版社や大学等へ連携の働きかけを行うこと。
・  市立図書館が実施しているテキストデイジーの製作においては、障害者就労施設等と連携を進めて迅速な提供

に取り組むこと。
《重点取組２》 インターネットサービスの利用促進

【背景（必要性）】
・  人口規模の大きい横浜市においては、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の購入や製作に取り組むととも

に、全国の点字図書館、公共図書館で製作された視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が集約された「サピエ
図書館」や「国立国会図書館」のインターネットサービスの利用を促進することが有効です。

・  インターネットサービスの利用促進にあたっては、視覚障害者等のデジタルデバイド（情報格差）の解消が必要です。
・  「 横浜市におけるＧＩＧＡスクール構想 」に基づき、市立学校において、１人１台端末が整備されており、

―以下、一部抜粋―（提言の全文は本市のホームページをご覧ください。）
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/hokokusho/shakaikyoiku/shakaikyoiku.html
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　 ＩＣＴ支援員も各校へ派遣されていることから、学校におけるインターネットサービスの活用が期待され　　
ています。

【施策】
１　 「サピエ図書館」「国立国会図書館」のインターネットサービスの利用支援の充実

　　 市立図書館や健康福祉局等において、サピエ図書館や国立国会図書館のインターネットサービスの操
作方法や検索方法に関する相談対応、講習などの支援を行うこと。

２　 学校におけるインターネットサービス利用支援の充実
　　 司書教諭、学校司書などへの研修等を通じて、視覚障害等のある児童生徒が、サピエ図書館や国立国会

図書館のインターネットサービスを円滑に利用するための、支援を充実すること。
《重点取組３》 図書館職員、司書教諭、学校司書等の人材育成

【背景（必要性）】
　　・  一人ひとりのニーズに応じた支援を行うためには、障害特性や障害者サービスの内容を理解し支援

方法を習得することが重要です。また、人材育成の対象は、図書館司書、司書教諭、学校司書に加え
て、視覚障害者等と接する市立図書館や学校に関わる人たちにも広げる必要があります。

【施策】
１　 市立図書館における職員の人材育成

　　 市立図書館の職員に対して、視覚障害者等との交流や読書支援機器の操作体験など、障害特性の理解
促進や支援方法を学ぶための取組を実施すること。

２　 学校における司書教諭、学校司書等の人材育成
　　 司書教諭や学校司書をはじめとした教職員に対して、市立図書館等との連携による研修や先進事例の

共有、視覚障害者等との交流など、障害特性の理解促進や支援方法を学ぶための取組を実施すること。
《重点取組４》 効果的な広報・啓発戦略

【背景（必要性）】
　　・  読書バリアフリーに関連する制度やサービスなどの各種支援情報は点在しているため、視覚障害者

等が重要な情報にたどり着くまでに相当な時間を要し、十分に情報が行き渡っていない状況にありま
す。必要とする人に的確に届くための効果的な広報・啓発が必要です。

　　・  特に、市立図書館における活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象に新たに加わった、発
達障害、肢体不自由の障害者等に情報が行き渡るよう配慮が必要です。

　　・  発達障害など気づきにくい障害のある人は、視覚による表現の認識が困難な障害特性があることに
ついて、本人も認識できていない場合があります。このため、障害の有無に関わらず、幅広く広報・啓
発を行うことが求められます。

　　・ 視覚障害等により読書や図書館利用を諦めてしまっている人に対する働きかけも求められています。
【施策】
１　各種支援情報の一元化・見える化

　　・ 市の読書バリアフリーに関する事業や支援の情報を一か所に集約したホームページを作成すること。
　　・ ホームページを活用した横断的な庁内支援体制を整備すること。

２　「誰一人取り残さない」ための情報発信
　　・  視覚障害者等が支援情報に気づく機会を拡充するため、区役所や地域療育センター、医療機関等の

日頃よく利用する施設や機関などでの幅広い広報を実施すること。また、障害者団体や相談支援専
門員、ヘルパー、ボランティア等の支援者などに対する各種支援情報の周知を行い、支援者を通じて
視覚障害者等へ情報が提供されるよう働きかけを行うこと。

　　・  市立図書館において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等や各種支援情報を紹介するコーナーを
通じた周知など、障害の有無に関わらず誰もが知識や情報を得ることのできる機会を充実すること。
学校においても、障害の有無に関わらず、児童生徒が必要な情報や知識を得られるきっかけや体験す
る機会を充実すること。

　　・  視覚障害等により読書や図書館利用を諦めてしまっている人に対する働きかけとして、学校や図書館
以外の身近な施設や地域イベントなどで、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を知るきっかけや体
験する機会を提供すること。

３　地域共生社会の実現に向けた読書バリアフリーへの理解促進
　　・  市立図書館をはじめとした身近な施設等において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を知るきっ

かけや体験する機会、視覚障害者等との交流の場、学び合いの場をつくるなど、様々な機会を捉えた
読書バリアフリーへの市民の理解を促進すること。

　　・  障害の有無に関わらず、児童生徒に対する、読めない・読みにくい状態を補う方法を周知し、児童生徒
同士の支え合いに関する理解を促進すること。

資
料
編

第
三
次
横
浜
市
民
読
書
活
動
推
進
計
画
に
つ
い
て

第
1
章

読
書
活
動
を
取
り
巻
く
状
況
に
つ
い
て

第
2
章

計
画
の
全
体
に
つ
い
て

第
3
章

49

第33期社会教育委員会議提言2

提言
　横浜市における視覚障害者等の読書環境の整備状況や読書バリアフリー法の基本理念に関連する取組の実施状況を踏ま
え、従来からの取組を今後も継続的に実施するものなどを「基本的な取組」とします。この「基本的な取組」を基盤とした上で、
特に重点的に推進していくものを「重点取組」として位置付けます。

（１）基本的な取組
　　ア　 視覚障害者等が利用しやすい書籍等及び読書支援機器の拡充

・  市立図書館および学校図書館において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等や読書支援機器を拡充すること。
 ・  市立図書館が所蔵する視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、学校図書館への貸出を行うこと。
 ・  市立図書館および健康福祉局において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作人材を育成すること。（音声

デイジーの製作等を行う図書館協力者に対するスキル向上のための研修、点訳・音訳奉仕員の養成）
　　イ　 視覚障害者等が利用しやすい書籍等を誰もが利用できる環境づくり（著作権法第37条により製作される書籍等は、

同法により利用対象が「視覚障害者等」に限定される。）
・  市立図書館において、活字資料での読書が困難な人へのサービスの対象を発達障害、肢体不自由その他の障害によ

り、書籍について視覚による表現の認識が困難を伴う「視覚障害者等」に拡大したことについて、周知を行うこと。
・  一般利用が可能な視覚障害者等が利用しやすい書籍等について、障害の有無に関わらず誰もが利用できる事に

関して周知を行うこと。
・  障害福祉サービス（日常生活用具給付等事業）として、デイジー再生機器など視覚障害者等の読書環境の整備に

必要な用具の給付を行うこと。
　　ウ　 円滑な図書館利用のための合理的配慮

・  市立図書館において、レファレンスサービスで回答した資料のプレーンテキストでの提供や、蔵書検索の使い方の
相談など、視覚障害者等へのサービスを充実すること。

・  市立図書館の施設整備や改修にあたっては、来館時や施設内での移動のしやすさ、トイレなどの設備やわかりやす
いサインの設置など、視覚障害者等の円滑な利用に留意すること。

・  学校図書館において、児童生徒、教職員のニーズ等に応じた円滑な図書館利用のための支援を行うこと。

（２） 重点取組について
　横浜市の特徴や、インクルーシブ教育などの視点を踏まえて、多様な主体との連携・協働を推進しながら、４つの重点取
組を行うものとします。

《重点取組１》 連携・協働による視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作
【背景（必要性）】

・  視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作は、主に市立図書館等が養成した図書館協力者やボランティアが
担っていますが、担い手の高齢化などの課題があり、製作人材の確保が必要です。

・  製作人材の確保にあたっては、ボランティアのみに頼ることなく、様々な方策の検討が求められています。
【施策】
民間事業者等と連携した視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作

・  視覚障害者等が利用しやすい書籍等の製作工程の分担など、出版社や大学等へ連携の働きかけを行うこと。
・  市立図書館が実施しているテキストデイジーの製作においては、障害者就労施設等と連携を進めて迅速な提供

に取り組むこと。
《重点取組２》 インターネットサービスの利用促進

【背景（必要性）】
・  人口規模の大きい横浜市においては、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の購入や製作に取り組むととも

に、全国の点字図書館、公共図書館で製作された視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が集約された「サピエ
図書館」や「国立国会図書館」のインターネットサービスの利用を促進することが有効です。

・  インターネットサービスの利用促進にあたっては、視覚障害者等のデジタルデバイド（情報格差）の解消が必要です。
・  「 横浜市におけるＧＩＧＡスクール構想 」に基づき、市立学校において、１人１台端末が整備されており、

―以下、一部抜粋―（提言の全文は本市のホームページをご覧ください。）
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/hokokusho/shakaikyoiku/shakaikyoiku.html
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第三次読書計画  策定経過3

P.51に市民アンケートの実施概要を載せています。
実施結果は本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html

● 市民アンケート （回答数2,856人）

【令和6年度 】

P.52に市民ワークショップの概要を載せています。
実施結果は本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html

● 市民ワークショップ （参加者数46名）

P.53に会議の概要を載せています。
会議の詳細は本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/hokokusho/shakaikyoiku/shakaikyoiku.html

● 第34期社会教育委員会議

P.54に市民意見募集の概要を載せています。

● 市民意見募集 （意見数408通、686件）
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市民アンケート  実施概要4

（１）調査目的

（２）調査手法

（３）調査期間

（５）実施結果

（４）調査対象者・回答数
種別 対象者 回答数

小・中・高校生向け
アンケート 市内在住・在学の小学校５年生から高校生までの方 437人

一般市民向け
アンケート 市内在住・在勤・在学の18歳以上（高校生を除く）の方 2,419人

市民の意見を踏まえた第三次読書計画を策定するため、市内在住・在勤・在学の方を対象とした
アンケートを実施し、年間の読書量、本を読むきっかけ等の調査・分析を行いました。

 Webアンケート調査（横浜市電子申請・届出システム）

令和６年７月１日（月）から８月３日（土）

本市のホームページをご覧ください。
 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html
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第三次読書計画  策定経過3

P.51に市民アンケートの実施概要を載せています。
実施結果は本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html

● 市民アンケート （回答数2,856人）

【令和6年度 】

P.52に市民ワークショップの概要を載せています。
実施結果は本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html

● 市民ワークショップ （参加者数46名）

P.53に会議の概要を載せています。
会議の詳細は本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/hokokusho/shakaikyoiku/shakaikyoiku.html

● 第34期社会教育委員会議

P.54に市民意見募集の概要を載せています。

● 市民意見募集 （意見数408通、686件）
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市民ワークショップ  実施概要5

横浜市より、ワークショップ開催趣旨とこれまでの読書推進の取組の紹介

意見交換

実施日時 参加者数 実施会場

７月28日(日)
小・中・高校生向け 10:00 ～ 11:30 ８名

戸塚地区センター 会議室Ａ
一般市民向け 14:00 ～ 16:00 18名

８月３日(土)
小・中・高校生向け 10:00 ～ 11:30 4名

中川西地区センター 会議室１
一般市民向け 14:00 ～ 16:00 16名

対象者 テーマ

小・中・高校生
向け

みんなが本を読みたくなるにはどんなしかけやイベントがあると、 
より本を楽しく読めるようになりますか？

一般市民
向け

①子どもたちが本を楽しく読めるようになるには？

②本を介した交流や企画、どんなイベントがあると本を読むきっかけになりますか？

（１）開催目的

（２）対象者

（３）実施日時等

（４）テーマ

（５）プログラム

（６）実施結果

 ● 市民の皆様から、より効果的な施策につながる意見を伺うことを目的に開催しました。
 ●  本ワークショップでは、参加者が読書体験を振り返り、話し合うことを通して、読書のきっかけや効果

などについての考えを深めました。話し合ったことを踏まえ、読書活動を活性化するアイデアを出し
合いました。

 ●  ワークショップを通して、参加者の読書に対する考え方を把握し、読書体験の前後の行動や心の動き
への理解を深めることができました。読書活動のヒントとなる意見を施策検討へ生かしていきます。

● 小・中・高校生向け:市内在住・在学の小学校５年生から高校生までの方
● 一般市民向け:市内在住・在勤・在学の18歳以上（高校生を除く）の方

１．自己紹介＋心に残る本の紹介 
 （小中高生向け:今のお気に入りの本、一般市民向け:自分にとっての思い出の本）
２．参加者自身の読書の現状と地域の現状認識について 
 （読書の現状、読書の方法、読書に関わる活動への参加状況）
３．参加者にとっての大切な本に関するエピソードについて 
 （参加者それぞれの具体的な読書体験を共有し、それを基に「読書のきっかけ」 
 「読書の効果」について意見交換を行った）
４．読書推進の市の施策のアイデア、提案の募集 
 （読書の現状と読書のきっかけ・効果について話し合ったことを踏まえて、 
   今後の市の読書推進活動へのアイデア、提案を集める）

第１部

第2部

本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html

※①、②どちらか一方を選択
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第34期社会教育委員会議6

五十音順・敬称略

氏名 役職名 選出区分

新
あら

垣
かき

  二
じ

郎
ろう

横浜市立大学 国際教養学部 准教授 学識経験者

市
いち

川
かわ

  紀
のり

子
こ 株式会社有隣堂 経営企画本部

広報・マーケティング部 チーフ 教育委員会が必要と認める者

北
きたはら

原  まどか 認定NPO法人森ノオト 理事長 社会教育関係者

小
こばやし

林  祐
ゆう

樹
き

東山田中学校 校長 学校教育関係者

齊
さい

藤
とう

  ゆか 神奈川大学 人間科学部 教授 学識経験者

鈴
すず

木
き

  陽
よう

一
いち

柏尾小学校 校長 学校教育関係者

七
なな

澤
さわ

  淳
じゅん

子
こ

公益財団法人 よこはまユース 事業課長 社会教育関係者

野
の

口
ぐち

  武
たけ

悟
のり

専修大学 文学部 教授 学識経験者

牧
まき

野
の

  篤
あつし 東京大学 大学院教育学研究科 教授

中央教育審議会生涯学習分科会委員 学識経験者

米
よね

田
だ

  佐
さ

知
ち

子
こ 子どもの未来サポートオフィス 代表

関東学院大学経済学部 非常勤講師 家庭教育関係者

日時 令和６年10月30日（水） 午後６時から午後８時まで

議題 第三次横浜市民読書活動推進計画等について

主な意見

・推進体制について、もう少し小さい単位の活動が位置付けられるといいのでは。
・ 図書館カードを作るところに一つのハードルがあるのでは。 

例えば行政と学校が連携するのであれば、入学のときに申込みできるようにするなど。
・「情報リテラシー支援」とは、何を指すのか。
・本を介して世代を超えて関わり合う機会が大切ではないか。
・ 読書の対象と結びつけていくためには、やはり「人」が必要で、そこに学校司書がいるとい

う意味はすごく大きい。
・ 読書バリアフリー情報サイトを積極的にアピールしていくのと、サイト情報を充実したものに

するとよい。
・  「りんごの棚」を各学校の学校図書館に広めていく取組やバリアフリーの存在を多くの 
  子どもたちに知ってもらう機会が大切。

・司書にはコミュニケーション能力がすごく大事で、持ってほしい力だと思う。

日時 令和７年２月19日（水） 午前10時から午前11時45分まで

議題 第三次横浜市民読書活動推進計画等について

主な意見

・第二次計画から第三次計画への再編イメージ図について、実施年度を記載してほしい。
・「本を介した交流を生み出すイベントの開催」の取組について、行政だけでやるには限界がある 
 ため、「機会の創出」を追記した方がいい。
・認知症の方に対する視点なども取り入れてほしい。
・ P.31 記載の「子どもの目指す学校図書館像や取り組みたい読書活動の実現」に対して、取組

項目に「子どもの意見聴取の機会の確保」と載せていただいたのは、うれしく思う。
・ 情報リテラシー講座を開催する中でのバリエーションの一つとして、生成 AI 使用時の著作権

に対する意識づけの講座を推進していただきたい。
・読書バリアフリーリーフレット等、有益な情報はすぐーるを用いて周知できるといい。

（１）第34期社会教育委員名簿（任期 令和６年10月１日から令和８年９月30日まで）

（２）第１回会議

（３）第２回会議
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市民ワークショップ  実施概要5

横浜市より、ワークショップ開催趣旨とこれまでの読書推進の取組の紹介

意見交換

実施日時 参加者数 実施会場

７月28日(日)
小・中・高校生向け 10:00 ～ 11:30 ８名

戸塚地区センター 会議室Ａ
一般市民向け 14:00 ～ 16:00 18名

８月３日(土)
小・中・高校生向け 10:00 ～ 11:30 4名

中川西地区センター 会議室１
一般市民向け 14:00 ～ 16:00 16名

対象者 テーマ

小・中・高校生
向け

みんなが本を読みたくなるにはどんなしかけやイベントがあると、 
より本を楽しく読めるようになりますか？

一般市民
向け

①子どもたちが本を楽しく読めるようになるには？

②本を介した交流や企画、どんなイベントがあると本を読むきっかけになりますか？

（１）開催目的

（２）対象者

（３）実施日時等

（４）テーマ

（５）プログラム

（６）実施結果

 ● 市民の皆様から、より効果的な施策につながる意見を伺うことを目的に開催しました。
 ●  本ワークショップでは、参加者が読書体験を振り返り、話し合うことを通して、読書のきっかけや効果

などについての考えを深めました。話し合ったことを踏まえ、読書活動を活性化するアイデアを出し
合いました。

 ●  ワークショップを通して、参加者の読書に対する考え方を把握し、読書体験の前後の行動や心の動き
への理解を深めることができました。読書活動のヒントとなる意見を施策検討へ生かしていきます。

● 小・中・高校生向け:市内在住・在学の小学校５年生から高校生までの方
● 一般市民向け:市内在住・在勤・在学の18歳以上（高校生を除く）の方

１．自己紹介＋心に残る本の紹介 
 （小中高生向け:今のお気に入りの本、一般市民向け:自分にとっての思い出の本）
２．参加者自身の読書の現状と地域の現状認識について 
 （読書の現状、読書の方法、読書に関わる活動への参加状況）
３．参加者にとっての大切な本に関するエピソードについて 
 （参加者それぞれの具体的な読書体験を共有し、それを基に「読書のきっかけ」 
 「読書の効果」について意見交換を行った）
４．読書推進の市の施策のアイデア、提案の募集 
 （読書の現状と読書のきっかけ・効果について話し合ったことを踏まえて、 
   今後の市の読書推進活動へのアイデア、提案を集める）

第１部

第2部

本市のホームページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-
manabi/shogaigakushu/sonota/bokku/shimindokusho/sanjikeikaku.html

※①、②どちらか一方を選択
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※  ご意見を提出いただいた皆様が、意見提出時に明記した項目に添って集計しています。明記されていなかったものは、
事務局で振り分けました。複数の項目に関連するご意見は、内容に応じて各項目に分けています。

市民意見募集  実施概要7

投稿手段・年代 通数 10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明・団体

電子申請 393通 14 22 2 64 198 68 22 3 0

メール 12通 0 0 0 0 0 0 1 3 8

FAX 2通 0 1 0 0 0 0 0 0 1

郵送 1通 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 408通 14 23 2 64 198 68 23 6 10

項目 意見数 割合

計画全体について 32件 4.7%

第１章 第三次横浜市民読書活動推進計画について 2件 0.3%

第２章 読書活動を取り巻く状況について 15件 2.2%

第３章 計画の全体について 「１ 基本姿勢」 17件 2.5%

第３章 計画の全体について 「２ 計画体系」 7件 1.0%

第３章 計画の全体について 「柱１ 未来を担う子どもたちの読書活動の推進」 274件 39.9%

第３章 計画の全体について 「柱２ 市民の読書活動の環境と機会の充実」 299件 43.5%

第３章 計画の全体について 「柱３ 読書バリアフリーの推進」 21件 3.1%

その他 19件 2.8%

計 686件 100%

（１）実施期間

（２）意見提出方法

（３）素案（概要版）の配布部数

（４）周知方法

（５）実施結果

  令和６年12月20日（金）～ 令和７年１月20日（月）

横浜市電子申請・届出システム、電子メール、ＦＡＸ、郵送

約4,500部

（ア）  素案（概要版）の配布施設
 区役所、市立図書館、市民情報センター、地区センター、コミュニティハウス
 地域ケアプラザ、地域子育て支援拠点、市民活動・生涯学習支援センター、社会教育コーナー

（イ） 点字版（概要版）・DAISY版の閲覧（貸出）施設
 区役所、市立図書館、市民情報センター、神奈川県ライトセンター

（ウ） 広報手段
 記者発表、広報よこはま（令和６年12月号）、教育委員会ホームページ
 市ＳＮＳ等を活用した発信、すぐーる（家庭と学校の連絡システム）

 (ア) 意見提出状況
 408通、686件のご意見が寄せられました。

 (イ) 項目別意見数

意見の提出方法・年代の内訳
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※「計画全体への賛同・期待」については、個別の施策等に関する賛同は除いています。

内容 ご意見の例 意見数

横浜市立図書館の充実について
・図書館の増
・図書館の蔵書の充実
・図書取次の増 等

306 件

学校図書館の充実について
・学校司書の研修や支援の充実、待遇向上
・学校図書の予算の拡充
・学校図書館の蔵書の充実 等

146 件

デジタル推進（電子書籍）について
・デジタル推進への期待・賛同
・紙の本の充実
・１人１台端末を活用した電子書籍の全校導入 等

73 件

多様な主体との協働・共創について ・市民利用施設の蔵書の充実
・書店との連携 等 48件

読書バリアフリーについて ・バリアフリー図書の推進
・バリアフリー図書の充実 等 35件

計画全体への賛同・期待※ ・読書活動推進への賛成
・読書に触れる機会の増に対する期待 等 23件

対応状況 説明 意見数 割合

反映 ご意見の趣旨を踏まえ、原案を修正したもの 109 件 15.9％

包含・賛同 ご意見の趣旨が既に素案に含まれるもの
又は素案に賛同いただいたもの 109 件 15.9％

参考 取組等の参考とさせていただくもの 447 件 65.1％

その他 本計画に関する質問、本計画に関連しない意見・要望等 21 件 3.1％

計 686 件 100％

 (ウ) 第三次読書計画への主な市民意見

(エ) ご意見の対応状況
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